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農業⽣産における
プラスチック問題への対応

農林⽔産省⽣産局

資料２



昨年11⽉以降、現在までに、プラスチックを使⽤した農業⽣産資材の製造、流通、
利⽤の各段階の団体から⾃主的取組の宣⾔があった（9団体）。

１

１ 関係団体等の⾃主的取組の促進①

H31.3.8時点
宣⾔⽇

農業⽤フィルムリサイクル促進協会 H30.11.15

農業⽤⽣分解性資材普及会 H30.11.19

⽇本肥料アンモニア協会

全国複合肥料⼯業会

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） H31.3.6

⼀般社団法⼈全国肥料商連合会 H31.3.8

全国野菜園芸技術研究会 H31.1.31

全国農業経営者協会 H31.2.4

⼀般社団法⼈⽇本花き⽣産協会 H31.2.8

区分 名称

流通等に関係する
団体

⽣産者で組織する
団体

H30.11.20
（両団体の連名）

製造メーカー等で
構成する団体



２

１ 関係団体等の⾃主的取組の促進②

＜製造メーカー等で構成する団体＞

○農業⽤フィルムリサイクル促進協会
・ 使⽤済み農業⽤フィルムの100％回収をめざして、啓発活動、優良事例の紹介等によ
り農業者・協議会を⽀援

・ 低コストで採算性があり、持続可能な国内循環モデルの調査、開発及び普及

宣
⾔
の
概
要

○農業⽤⽣分解性資材普及会
１．⽣分解性マルチの利⽤促進に向けた取組
２．⽣分解性マルチの特性を有効に活⽤するための取組
３．⽣分解性マルチ・プラスチックの利⽤場⾯を増やす取組
４．⽣分解性マルチへのカーボンニュートラルな原料導⼊に向けた取組
５．国際協⼒の取組（海外からの要請に対する積極的な⽀援）

宣
⾔
の
概
要

○⽇本肥料アンモニア協会・全国複合肥料⼯業会
① 被覆肥料殻の農耕地からの流出防⽌のための農家への注意喚起の⼀層の強化徹底
② 被覆肥料殻の分解性の更なる向上、被覆樹脂使⽤量の削減に向けた技術開発
③ 他の機能性肥料の活⽤場⾯の拡⼤などの推進

宣
⾔
の
概
要



○全国農業協同組合連合会（JA全農）
１．農業⽤フィルム等被覆資材の適正処理
（１）業界、関係機関と連携し、使⽤済プラスチックの適正な回収、再⽣の促進、排出量

抑制の推進
（２）中⻑期展張フィルムや⽣分解性マルチの普及・導⼊促進
２．被覆肥料殻に関する対応強化
（１）⽔⽥系外への流出防⽌に関する注意表記を肥料袋へ記載するなど様々な媒体を活⽤

して農家への啓発活動を強化
（２）関係メーカーによる分解性向上の技術や被覆樹脂の使⽤量削減の技術の開発を⽀援

し、普及を図る
（３）化学合成緩効性肥料、流し込み施肥など他の省⼒技術の普及拡⼤を図る

宣
⾔
の
概
要

＜流通等に関係する団体＞

○⼀般社団法⼈全国肥料商連合会
１．被覆肥料殻の農耕地からの流出を極⼒防⽌するため、包材などの記載への注意喚起等により、
会員の意識を⾼め、農業⽣産者への協⼒要請を強化し、環境保護活動の普及啓発に努める

２．被覆肥料殻の分解性向上を肥料製造業者に要求すると共に、被覆樹脂使⽤量の削減の技術開
発に努める肥料製造業者と協⼒し、環境にやさしい被覆肥料の普及に努める

３．被覆肥料以外の省⼒タイプの肥料など、他の機能性肥料の活⽤場⾯の普及拡⼤に努める

宣
⾔
の
概
要

３

１ 関係団体等の⾃主的取組の促進③



４

１ 関係団体等の⾃主的取組の促進④

○全国野菜園芸技術研究会
１．排出抑制につながる中⻑期展張フィルム等使⽤期間の⻑い資材の利⽤を促進
２．排出者の⾃覚を持って、使⽤済みプラスチックの回収・処理体制の維持強化に協⼒
３．リサイクルが円滑に⾏われるよう、排出に当たっては種類の分別や異物の除去を徹底

宣
⾔
の
概
要

＜⽣産者で組織する団体＞

○全国農業経営者協会
１ 不法焼却、不法投棄を⾏わず、種類ごとの適切な分別、異物の除去を⾏い適正処理の
徹底に努める

２ 排出抑制対策のため、⻑期耐久性資材や⽣分解性マルチの利⽤促進
３ ⽔⽥から被覆肥料を流出させない⽔管理に努める

宣
⾔
の
概
要

○⼀般社団法⼈⽇本花き⽣産協会
⼀、排出量の抑制のため、使⽤期間の⻑い資材の利⽤を促進
⼀、排出者の⾃覚を持って、使⽤済みプラスチックの回収・処理体制の維持強化に協⼒
⼀、リサイクルが円滑に⾏われるよう、排出に当たっては種類の分別や異物の除去を徹底

宣
⾔
の
概
要



宣⾔を⾏った団体の⾏う使⽤済みプラスチックの適
正処理に関する研修会（2⽉）、⽣分解性資材の利⽤
拡⼤に向けたセミナー（3⽉）において、農⽔省から
もプラスチック資源循環の推進等について情報提供。

２ セミナー等への協⼒

農業⽣産分野におけるプラスチック資源循環に関する情
報発信を⾏うためのホームページを開設（2⽉）。
今後も、関係団体や関係省庁等のプラスチック資源循環

に関する情報も含め、更なる内容の充実を図りつつ、農業
⽣産現場での取組の参考となる情報を発信。

３ ホームページの開設

⽣分解性マルチの利⽤によるメリット等を紹介した
「⽣分解性マルチの活⽤事例集」を作成（2⽉）。
適正処理や排出抑制、被覆肥料殻の流出防⽌の取組

を⽣産者に呼びかけるパンフレットを作成中。

１ 普及・啓発資料の作成

⽣産局では、使⽤済みプラスチックの適正処理や排出抑制、被覆肥料殻の流出防⽌
策など⽣産者が実践すべき対応の普及・啓発を進めるため、以下の取り組みを実施。

５

２ ⽣産現場での対応に関する普及・啓発



１ ⾃主的取組の更なる拡⼤
関係団体等のプラスチック資源循環に向けた⾃主的取組を促進し、プラスチック⽣産資材の製

造、流通、利⽤の各段階での取組の更なる拡⼤を⽬指すとともに、団体の宣⾔について積極的に
情報発信。

２ プラスチック⽣産資材を利⽤する⽣産者への普及・啓発
① リサイクルを基本とした適正処理のための分別や異物除去の徹底
② 排出抑制のための中⻑期展張フィルムや⽣分解性マルチの活⽤、再利⽤の取組
③ 被覆肥料殻をほ場外に流出させない取組

などが着実に実践されるよう、宣⾔を⾏った団体と連携しつつ、⽣産者への普及・啓発を継続。

３ プラスチック⽣産資材に関する調査、技術開発の促進
関係団体等の協⼒も得ながら使⽤済みプラスチックの排出や

処理状況の調査などにより、プラスチック資源循環に関する実
態把握を進めていく。
新素材等の技術開発は、製造メーカー等による取組が基本と

なるが、環境省の実証事業など技術開発に活⽤可能な事業の情
報提供等により、技術開発や普及に向けた取組を後押し。

宣⾔を⾏った団体等を中⼼として
各段階の間での情報交換を促進︕

３ 今後の取組⽅向について

プラスチックを使⽤した農業⽣産資材の製造、流通、利⽤の各段階において、プラス
チック資源循環の取組が拡⼤するよう努める。
⽣産局としても、⽣産者に対する継続的な普及・啓発、実態把握のための調査を進める

とともに、新たな技術開発やその普及を後押しする。

６


